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特定非営利活動促進法等の改正について(通知) 

このことについて、平成２４年４月１日から特定非営利活動促進法（以下「ＮＰＯ法」とい

う。）が改正されます。 

ＮＰＯ法の改正に伴い、福島県特定非営利活動促進法施行条例及び福島県特定非営

利活動促進法施行細則の改正を行い、ＮＰＯ法と同じく平成２４年４月１日から施行となりま

す。 

ＮＰＯ法改正後、特定非営利活動法人の皆さんに御対応いただく件について別紙のとお

りお送りしますので、御確認願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 文化振興課 ＮＰＯ法担当 電話 024-521-7179）  

 

 

 

 



特定非営利活動法人の皆様へ 

～特定非営利活動促進法等が変わります～ 

 

平成 24 年 4 月 1 日から、改正特定非営利活動促進法が施行されます。 

改正法施行により、特定非営利活動法人（以下「法人」といいます。）の皆様にご対

応いただく必要がある事項としては、以下のような事項がありますので、ご留意くだ

さい。 

また、改正法に併せて、福島県特定非営利活動促進法施行条例と福島県特定非営利

活動法人施行細則の改正も行い、平成２４年４月１日から施行となります。様式様式様式様式がががが変変変変

更更更更、、、、追加追加追加追加になったものがありますので、申請等の際はホームページにて確認をお願い

します。 

さらに、改正法により、国税庁が行っていた認定ＮＰＯ法人の事務を所轄庁である

県が行うこととなりました。認定又は仮認定の申請を考えている法人は、福島県文化

振興課に必必必必ずずずず事前事前事前事前にににに相談相談相談相談をお願います。 

 

１１１１    まずまずまずまず確認確認確認確認することすることすることすること    

○○○○所轄庁所轄庁所轄庁所轄庁のののの変更変更変更変更（（（（法第法第法第法第 9999 条関係条関係条関係条関係））））    

 法改正により、一部の法人に対する所轄庁が変更になります。２以上の都道府県に

事務所を置く法人の所轄庁は、これまで内閣府でしたが、法改正後は主たる事務所の

ある都道府県になります。また、１の政令指定都市内のみに事務所を持つ法人の所轄

庁は、これまでの道府県から、当該政令指定都市に変わります。 

現行 平成 24 年 4 月 1 日から 

〈２以上の都道府県に事務所を置く法人〉 

○内閣総理大臣 

 

○主たる事務所の所在地の都道府県知

事へ変更 

〈１の政令指定都市内のみに事務所を

置く場合〉 

○政令指定都市の長へ変更 

〈１の都道府県内に事務所を置く法人〉 

○都道府県知事 

〈上記以外の法人〉 

○都道府県知事（変更なし） 

 

２２２２    ごごごご対応対応対応対応いただくいただくいただくいただく必要必要必要必要があるがあるがあるがある事項事項事項事項    

①①①①登記登記登記登記にににに関関関関することすることすることすること    

○○○○理事理事理事理事のののの代表権代表権代表権代表権のののの制限制限制限制限にににに関関関関するするするする登記登記登記登記（（（（法第法第法第法第 16161616 条旧第条旧第条旧第条旧第 2222 項項項項、、、、施行令附則第施行令附則第施行令附則第施行令附則第 3333 条条条条、、、、組合組合組合組合

等登記令等登記令等登記令等登記令 2222 条関係条関係条関係条関係））））    

平成 24 年４月１日から施行される改正特定非営利活動促進法及び改正組合等登記

令により、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款におい

て理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その定めを登記

しなければならないこととなりました。また、特定の理事（理事長等）のみが法人を

代表する旨の定款の定めがある場合には、その理事以外の理事を登記する必要がなく



なりました。 

改正組合等登記令が施行される際に代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人

については、施行の日から６ヶ月以内に（ただし、他の登記をするときは、当該他の

登記と同時に）理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又は法人を代表す

る特定の理事（理事長等）以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をしな

ければなりません。 

なお、これらの登記を怠った場合には、20 万円以下の過料に処せられることがあ

ります。 

(注) 定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある

場合には、理事長のみが当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したも

のと解されます。 

 

②②②②書類書類書類書類のののの提出提出提出提出やややや備置備置備置備置きにきにきにきに関関関関することすることすることすること    

○○○○事務所事務所事務所事務所にににに備置備置備置備置きききき、、、、閲閲閲閲覧覧覧覧にににに供供供供するするするする書類書類書類書類・・・・場所場所場所場所のののの追加追加追加追加（（（（法第法第法第法第 28282828 条関係条関係条関係条関係））））    

法改正により、従たる事務所においても主たる事務所と同様の書類の備置き・閲覧

が義務付けられました。 

 さらに、事務所において備置き・閲覧が義務付けられる書類に最新の役員名簿が追

加されました。また、設立又は合併後間もない法人で事業報告書等を作成していない

場合における開示書類について、事業計画書及び活動予算書が開示の対象になりまし

た。 

 平成24年３月31日以前に開始した 

事業年度に係る事業報告書等 

平成 24 年 4 月 1 日以降に開始する 

事業年度に係る事業報告書等 

主たる 

事務所 

・事業報告書等 

・定款等 

・事業報告書等 

・定款等 

・最新の役員名簿 

従たる 

事務所 

備置き・閲覧書類なし ・事業報告書等 

・定款等 

・最新の役員名簿 

   

○○○○事業報告書等提出時事業報告書等提出時事業報告書等提出時事業報告書等提出時のののの添付書類添付書類添付書類添付書類のののの削除削除削除削除（（（（法第法第法第法第 29292929 条関係条関係条関係条関係））））    

 これまでは、事業報告書提出時に前事業年度中に定款変更があった場合の関係書類

を添付する必要がありましたが、法改正後は不要になります（変更後の定款等は変更

時に提出することとなります）。 

 

③③③③計算書類計算書類計算書類計算書類にににに関関関関することすることすることすること    

○○○○収支計算書等収支計算書等収支計算書等収支計算書等にににに係係係係るるるる改正改正改正改正（（（（法第法第法第法第 10101010 条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第 8888 号及号及号及号及びびびび第第第第 27272727 条第条第条第条第 3333 号関係号関係号関係号関係））））    

法改正により、法人の会計方針で定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表

す収支計算書ではなく、法人の当期の正味財産の増減原因を示す活動計算書の作成が

義務付けられました。当分の間は収支計算書でも受け付けられますが、できる限り速

やかに活動計算書に移行して下さい。 

 



④④④④定款定款定款定款にににに関関関関することすることすることすること    

○○○○活動分野活動分野活動分野活動分野のののの追加追加追加追加（（（（法別表関係法別表関係法別表関係法別表関係））））    

 法改正により、活動分野が 17 分野から 20 分野になり、法別表の各号の番号も変

更になりました。これに伴い、定款において法別表の各号の番号のみを記載している

場合については、内容の類推が困難であるため速やかに定款変更が必要となります。 

 

３３３３    定款変更定款変更定款変更定款変更やややや役員変更役員変更役員変更役員変更をするをするをするをする際際際際のののの留意事項留意事項留意事項留意事項（（（（該当該当該当該当するするするする法人法人法人法人のみのみのみのみ））））    

①①①①定款変更定款変更定款変更定款変更をするときをするときをするときをするとき    

○○○○届出届出届出届出のみでのみでのみでのみで足足足足りるりるりるりる事項事項事項事項のののの拡大拡大拡大拡大（（（（法第法第法第法第 25252525 条第条第条第条第 3333 項及項及項及項及びびびび第第第第 6666 項関係項関係項関係項関係））））    

これまでは、定款変更をする場合に所轄庁への届出のみで足りる事項は軽微な事項

に限られていましたが、法改正により、以下の表に掲載する事項に拡大されます。 

現行 平成 24 年 4 月 1 日から 

以下の軽微な事項に関する定款の変更 

・事務所の所在地（所轄庁変更を伴わない

もの） 

・資産に関する事項 

・公告の方法 

以下の事項に関する定款の変更 

・事務所の所在地（所轄庁変更を伴わな

いもの） 

・役員の定数に関する事項 

・資産に関する事項 

・会計に関する事項 

・事業年度 

・残余財産の帰属先に関する事項を 

除く解散に関する事項 

・公告の方法 

・第 11 条各号に掲げる事項以外の 

事項（任意的記載事項） 

 

○○○○定款変更定款変更定款変更定款変更のののの届出時届出時届出時届出時のののの添付書類添付書類添付書類添付書類のののの追加等追加等追加等追加等（（（（法第法第法第法第 25252525 条第条第条第条第 6666 項項項項、、、、第第第第 7777 項関係項関係項関係項関係））））    

 定款変更の届出時の添付書類として、社員総会の議事録の謄本と変更後の定款が追

加になります。 

 また、定款の変更が登記事項の変更を伴う場合（理事の変更、所在地の変更等）に

は、登記終了後遅滞なく登記事項証明書を提出することとなります。 

現行 平成 24 年 4 月 1 日から 

添付書類なし ・社員総会の議事録の謄本 

・変更後の定款 

（※登記事項の変更を伴う場合、登記終

了後遅滞なく登記事項証明書を提出） 

 

○○○○所轄庁変更所轄庁変更所轄庁変更所轄庁変更をををを伴伴伴伴うううう定款変更定款変更定款変更定款変更のののの添付書類添付書類添付書類添付書類（（（（法第法第法第法第 26262626 条第条第条第条第 2222 項関係項関係項関係項関係））））    

 所轄庁変更を伴う定款変更の申請にあたり、法人が事業報告書等を作成するまでの

間は、設立時の財産目録を添付することとなっていましたが、これに加えて事業計画

書及び活動予算書を添付することとなります。 



現行 平成 24 年 4 月 1 日から 

（法人が事業報告書等を作成するまでの

間） 

・設立時の財産目録 

（法人が事業報告書等を作成するまで

の間） 

・設立時の財産目録 

・事業計画書 

・活動予算書 

②②②②役員変更役員変更役員変更役員変更をするときをするときをするときをするとき    

○○○○役員変更等役員変更等役員変更等役員変更等のののの届出時届出時届出時届出時のののの添付書類添付書類添付書類添付書類のののの追加追加追加追加（（（（法第法第法第法第 23232323 条第条第条第条第 1111 項関係項関係項関係項関係））））    

役員の変更届を提出する場合には、変更後の役員名簿を添付することとなります。 

 

４４４４    法改正法改正法改正法改正によりできるようになったことによりできるようになったことによりできるようになったことによりできるようになったこと    

○○○○縦覧期間中縦覧期間中縦覧期間中縦覧期間中のののの補正補正補正補正がががが可能可能可能可能にににに（（（（法第法第法第法第 10101010 条第条第条第条第 3333 項関係項関係項関係項関係））））    

 これまでは、認証に係る申請書や添付書類に不備があった場合でも申請者側から補

正することはできませんでしたが、法改正後は、軽微な不備に係る事項に限り、所轄

庁が認証申請書を受理した日から 1 月を経過するまでの間は補正が可能になります。 

（※どのようなものが軽微な不備にあたるかは、各所轄庁の条例で規定されますので、

ご確認下さい。） 

 

○○○○社員総会決議社員総会決議社員総会決議社員総会決議のののの省略省略省略省略（（（（法第法第法第法第 14141414 条条条条のののの 9999 第第第第 1111 項関係項関係項関係項関係））））    

 法改正後は、理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に、

その提案について社員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす（みなし総会決議）こ

とが可能になります。 

    

５５５５    そのそのそのその他他他他    

 法改正により、定款の記載事項について変更になる箇所があります。 

（ＮＰＯ法） 

第 5 条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利

活動に係る事業以外の事業（以下「その他の事業」という。）を行うことができる。この場合において、

利益利益利益利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。 

                        

（定款例） 

（事業） 

第○条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 特定非営利活動に係る事業 

① ○○○○○事業 

 (２) その他の事業 

① △△△△△事業                              ↓↓↓↓ 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益利益利益利益が生じた

場合は、同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

「収益」から 

「利益」に改正を 



（定款例） 

（定款の変更） 

第○条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による

議決を経、かつ、軽微軽微軽微軽微なななな事項事項事項事項としてとしてとしてとして法第法第法第法第２５２５２５２５条第条第条第条第３３３３項項項項にににに規定規定規定規定するするするする以下以下以下以下のののの事項事項事項事項をををを除除除除いていていていて所轄庁の認証を得な

ければならない。 

(1)(1)(1)(1) 主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所のののの所在地所在地所在地所在地（（（（所轄庁所轄庁所轄庁所轄庁のののの変更変更変更変更をををを伴伴伴伴わないものわないものわないものわないもの））））    

(2)(2)(2)(2) 資産資産資産資産にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 

(3)(3)(3)(3) 公告公告公告公告のののの方法方法方法方法 

 

 

これらの定款変更については、即座に行う必要はありませんが、他の定款変更をす

る場合に併せて変更するなどしてください。 

 

 

 

（定款の変更） 

第○条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による

議決を経、かつ、法第法第法第法第２５２５２５２５条第条第条第条第３３３３項項項項にににに規定規定規定規定するするするする以下以下以下以下のののの事項事項事項事項をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合、、、、所轄庁の認証を得なければな

らない。    

((((１１１１)))) 目的目的目的目的    

((((２２２２)))) 名称名称名称名称    

((((３３３３)))) そのそのそのその行行行行うううう特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動のののの種類及種類及種類及種類及びびびび当該特定非営利活動当該特定非営利活動当該特定非営利活動当該特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの種類種類種類種類    

((((４４４４)))) 主主主主たるたるたるたる事務所及事務所及事務所及事務所及びそのびそのびそのびその他事務所他事務所他事務所他事務所のののの所在地所在地所在地所在地（（（（所轄庁所轄庁所轄庁所轄庁のののの変更変更変更変更をををを伴伴伴伴うものにうものにうものにうものに限限限限るるるる））））    

((((５５５５)))) 社員社員社員社員のののの得喪得喪得喪得喪にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

((((６６６６)))) 役員役員役員役員にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（役員役員役員役員のののの定数定数定数定数にににに係係係係るものをるものをるものをるものを除除除除くくくく））））    

((((７７７７)))) 会議会議会議会議にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

((((８８８８)))) そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業をををを行行行行うううう場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける、、、、そのそのそのその種類種類種類種類そのそのそのその当該当該当該当該そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

((((９９９９)))) 残余財産残余財産残余財産残余財産のののの帰属帰属帰属帰属すべきすべきすべきすべき者者者者にににに係係係係るるるる解散解散解散解散にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

（（（（10101010））））    定款定款定款定款のののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

 

（定款例） 

（事業報告及び決算） 

第○条 この法人の事業報告書、収支収支収支収支計算書計算書計算書計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業

年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

 

（事業報告及び決算） 

第○条 この法人の事業報告書、活動計算書活動計算書活動計算書活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業

年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 



 

 

【問い合わせ先】 

 福島県 企画調整部 文化スポーツ局 文化振興課 

〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２ー１６（西庁舎１１階） 

  電 話 ０２４－５２１－７１７９ 

   ＦＡＸ ０２４－５２１－５６７７ 

メールアドレス bunka@pref.fukushima.lg.jp  

ホームページアドレス http://www.pref.fukushima.jp/npo/index.html 

※ホームページがご覧になれない法人は、連絡願います。 

 


